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令 和 ５ 年 ２ 月 1 5 日 

 

 

（別 記） 殿 

 

 

厚生労働省医政局長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

 

医師法第十七条の二第一項に規定する大学において医学を専攻する学

生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有している

かどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令第二条第

一項の指定をした旨を公示する件等の公布について（通知） 

 

 

 標記について、別紙のとおり各都道府県知事宛て通知しましたので、その内

容について御了知いただきますようお願いいたします。 



 

（別記） 

・公益社団法人 日本医師会会長 

・公益社団法人 医療系大学間共用試験実施評価機構理事長 

・一般社団法人 全国医学部長病院長会議会長 

・国立大学医学部長会議常置委員会委員長 

・一般社団法人 日本私立医科大学協会会長 

・一般社団法人 日本医学教育評価機構理事長 

・一般社団法人 日本医学教育学会理事長 

・文部科学省高等教育局長 

・防衛省人事教育局長 



 

 

医政発 0215 第 17 号 

令 和 ５ 年 ２ 月 1 5 日 

 

各都道府県知事 殿 

 

  厚生労働省医政局長 

（ 公 印 省 略 ） 

  

 

医師法第十七条の二第一項に規定する大学において医学を専攻する学生が臨床

実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価す

るために大学が共用する試験を定める省令第二条第一項の指定をした旨を公示

する件等の公布について（通知） 

 

 

医師法第十七条の二第一項に規定する大学において医学を専攻する学生が臨

床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価

するために大学が共用する試験を定める省令第二条第一項の指定をした旨を公

示する件（令和５年厚生労働省告示第 31号）及び医師法第十七条の二第一項に

規定する大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべ

き知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験

を定める省令附則第三条第一項に規定する厚生労働大臣が定めるもの（令和５

年厚生労働省告示第 30号）については、別添のとおり公布されました。 

今回の改正の趣旨、概要等は下記のとおりですので、貴職におかれては、こ

れを御了知いただくとともに、関係者等に対し、周知をお願いいたします。 

 

記 

 

１．改正の趣旨  

○ 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療

法等の一部を改正する法律（令和３年法律第 49号。以下「改正法」という。）

第５条による改正後の医師法（昭和 23年法律第 201号。以下「法」という。）

第 17条の２第１項の規定により、大学において医学を専攻する学生が臨床実

習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価す

るために大学が共用する試験として厚生労働省令で定めるもの（以下「共用
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試験」という。）に合格した医学生について、法第 17条の規定にかかわらず、

医師の指導監督のもとに一定の医業を行うことができることとしている。 

○ このことから、共用試験に係る省令を定める必要性を踏まえ、医師法第十

七条の二第一項に規定する大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開

始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するため

に大学が共用する試験を定める省令（令和４年厚生労働省令第 153 号。以下

「共用試験省令」という。）を定め、令和５年４月１日から施行することとし

ている。 

○ 共用試験省令の規定により、厚生労働大臣は、一般社団法人又は一般財団

法人であって、共用試験の実施に関する事務を適正かつ確実に行うことがで

きると認められるものを、その申請により、共用試験実施機関として指定す

ることができることとされたことを踏まえ、同機関を指定する。 

○ また、共用試験省令附則第３条第１項では、同令の施行日前に、大学にお

いて医学を専攻する学生であって、当該学生が臨床実習を開始する前に修得

すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用す

る試験として厚生労働大臣が定めるものに合格したものは、本則の規定にか

かわらず、法第 17条の２第１項の規定により厚生労働省令で定める試験に合

格したものとみなすと規定している。また、共用試験省令附則第３条第２項

では、同令の施行日前に、防衛省設置法（昭和 29 年法律第 164 号）第 16 条

第１項第１号の教育訓練を受けている者であって、共用試験省令附則第３条

第１項に規定する厚生労働大臣が定める試験に合格したものは、改正法附則

第 19条による改正後の自衛隊法（昭和 29年法律第 165号）第 115条の 26の

規定の適用については、本則の規定にかかわらず、法第 17条の２第１項の規

定により厚生労働省令で定める試験に合格したものとみなすと規定している。 

○ 以上のことから、共用試験省令附則第３条第１項に規定する厚生労働大臣

が定めるものを定める告示を定める。 

 

２．改正の概要 

○ 共用試験省令第２条第１項の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する共用

試験実施機関について公益社団法人医療系大学間共用試験実施評価機構を指

定したことを、同令第８条の規定により公示するもの。 

○ 共用試験省令附則第３条第１項に規定する厚生労働大臣が定めるものにつ

いて、次の内容を定める告示を定める。 

 ・ 共用試験省令の施行前に公益社団法人医療系大学間共用試験実施評価機

構（公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成 18年法律

第 49号）第４条の規定による認定を受ける前の社団法人医療系大学間共用



 

 

試験実施評価機構を含む。）が実施した、大学において医学を専攻する学生

であって当該学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具

有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験。 

 

３．適用期日 

〇 令和５年４月１日 

 

以上 
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